
7 広報とちぎ　８月号 ２０１８（平成３０）年７月２０日　発行お知らせ

こ
ん
な
時
は
国
民
年
金
の
手

続
き
を

国
民
年
金
の
種
別
と
手
続
き

　
日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
全
て
の
方
は
、
国
民
年

金
に
加
入
し
ま
す
。
年
金
の
種

別
は
次
の
３
種
類
で
、
種
別
に

よ
り
年
金
の
手
続
き
が
異
な
り

ま
す
。

第
一
号
被
保
険
者

自
営
業
者
・
学
生
等

年
金
の
手
続
き
は
、
全
て
ご
自

身
で
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

第
二
号
被
保
険
者

厚
生
年
金
等
に
加
入
し
て
い
る

お
勤
め
の
方

年
金
の
手
続
き
は
、
勤
め
先
の

事
業
主
が
行
い
ま
す
が
、
も
し

60
歳
未
満
で
退
職
し
た
場
合
、

第
一
号
被
保
険
者
に
な
る
た
め

の
手
続
き
を
ご
自
身
で
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

第
三
号
被
保
険
者

第
二
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
配
偶
者

第
三
号
被
保
険
者
の
年
金
の
手

続
き
は
、
配
偶
者
の
勤
め
先
の

事
業
主
が
行
い
ま
す
が
、
60
歳

未
満
で
次
の
よ
う
な
理
由
で
被

扶
養
配
偶
者
で
な
く
な
っ
た
場

合
は
、
第
一
号
被
保
険
者
に
な

る
た
め
の
手
続
き
を
ご
自
身
で

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
配
偶
者
の
退
職
／
②
本
人
の

パ
ー
ト
等
収
入
の
増
加
／
③
配

偶
者
の
死
亡
／
④
離
婚　
な
ど

第
一
号
被
保
険
者
に
な
る
手
続

き
方
法

　
市
役
所
ま
た
は
各
総
合
支
所

で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
次

の
物
を
ご
持
参
の
上
、
窓
口
へ

お
越
し
く
だ
さ
い
。

印
か
ん
／
資
格
喪
失
証
明
書
等

／
年
金
手
帳
／
申
請
す
る
方
の

個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知

カ
ー
ド
／
来
庁
す
る
方
の
運
転

免
許
証
ま
た
は
個
人
番
号
カ
ー

ド
等
ご
本
人
確
認
が
で
き
る
書

類
／
委
任
状
（
代
理
人
が
手
続

き
す
る
場
合
・
様
式
自
由
）

問 

保
険
医
療
課
☎

（21）
２
１
３
４

水
道
建
設
課
か
ら
の
お
知
ら

せ貯
水
槽
水
道
の
適
正
な
管
理
を

　

ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど

で
、
水
道
水
を
受
水
槽
や
高
架

タ
ン
ク
な
ど
の
貯
水
槽
に
一
旦

貯
め
て
使
用
し
て
い
る
場
合
、

受
水
槽
か
ら
先
の
施
設
や
水
の

管
理
は
、
貯
水
槽
設
置
者
の
責

任
で
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
貯
水
槽
の
適
切
な
管
理
を

行
わ
な
い
と
、
水
の
汚
染
や
水

質
の
悪
化
な
ど
が
起
こ
る
お
そ

れ
が
あ
り
ま
す
。「
水
槽
の
定
期

的
な
清
掃
」「
施
設
の
点
検
」「
水

質
の
検
査
（
特
に
色
、
臭
い
等

水
質
に
異
常
を
感
じ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
。）」
の
実
施
な
ど
、

水
の
安
全
の
た
め
適
正
な
維
持

管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
清
掃
を
委
託
す
る
場

合
は
、
資
格
を
持
っ
た
業
者
に

依
頼
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

水
道
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
水
道
事
業
で
は
、
安
心
で
安
全

な
水
道
水
を
お
送
り
し
て
い
ま

す
。
ま
だ
、お
使
い
で
な
い
方
は
、

ぜ
ひ
水
道
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。　

給
水
装
置
工
事
は
、
市
の
指
定
を

受
け
た
給
水
装
置
工
事
事
業
者

に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

水
道
料
金
等
の
お
支
払
い
は
便

利
な
口
座
振
替
で

　
市
内
に
本
・
支
店
の
あ
る
金

融
機
関
お
よ
び
郵
便
局
の
窓
口

で
手
続
き
で
き
ま
す
。
通
帳
・

届
出
印
と
水
道
の
検
針
票
ま
た

は
水
道
料
金
の
領
収
書
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

問 

水
道
建
設
課
☎

（25）
２
１
０
５

単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併

処
理
浄
化
槽
、公
共
下
水
道
、

農
業
集
落
排
水
へ
切
り
替
え

ま
し
ょ
う
！

　
し
尿
の
み
を
処
理
す
る
「
単

独
処
理
浄
化
槽
」
は
、
生
活
雑

排
水
を
処
理
せ
ず
に
そ
の
ま
ま

放
流
す
る
た
め
、
し
尿
と
生
活

雑
排
水
を
い
っ
し
ょ
に
処
理
す

る
「
合
併
処
理
浄
化
槽
」
と
比

べ
、
８
倍
も
汚
れ
た
水
が
流
さ

れ
て
い
ま
す
。
下
水
道
や
農
業

集
落
排
水
の
予
定
が
な
い
地
域

に
は
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置

補
助
金
が
あ
り
ま
す
の
で
、
合

併
処
理
浄
化
槽
へ
の
切
り
替
え

を
お
願
い
し
ま
す
（
※
補
助
金

は
必
ず
工
事
前
に
申
請
し
て
交

付
決
定
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
は
書
類
の
作
成
や
準
備

に
専
門
的
知
識
が
必
要
な
た

め
、
工
事
業
者
、
保
守
点
検
業

者
等
に
ご
相
談
す
る
こ
と
を
お

勧
め
し
ま
す
）。

　
ま
た
、
下
水
道
や
農
業
集
落

排
水
が
使
え
る
区
域
に
お
住
ま

い
の
方
は
こ
れ
ら
の
下
水
道
施

設
へ
の
速
や
か
な
切
り
替
え
を

お
願
い
し
ま
す
。

問 

下
水
道
建
設
課　

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
４
２
１

耳
や
言
葉
の
不
自
由
な
方
へ　

メ
ー
ル
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
る

１
１
９
番
通
報
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

　
市
消
防
本
部
で
は
、
電
話
だ

け
で
な
く
、
メ
ー
ル
や
Ｆ
Ａ
Ｘ

か
ら
の
１
１
９
番
緊
急
通
報
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
耳
や
言

葉
の
不
自
由
な
方
も
安
心
し
て

緊
急
通
報
が
で
き
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
対
応
は
、
栃
木
市
内
か
ら
の

通
報
に
限
り
ま
す

対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
方
で
、
耳
や
言
葉
の
不
自

由
な
方
。

メ
ー
ル
通
報
の
方
法　
事
前
に

登
録
が
必
要
で
す
。
メ
ー
ル
通

報
登
録
用
紙
（
問
合
先
、
市

ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
に
設
置
）
に
必

要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
問
合

先
へ
郵
便
か
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
送
付
く

だ
さ
い
（
パ
ソ
コ
ン
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
、
携
帯
電
話
ア
ド
レ

ス
の
い
ず
れ
も
登
録
可
）。
後

日
、
通
報
専
用
の
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
を
、
登
録
の
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
宛
に
送
付
し
ま
す
。
消
防

車
や
救
急
車
を
要
請
す
る
場
合

は
、
住
所
、
氏
名
な
ど
の
必
要

事
項
記
入
の
上
、
専
用
ア
ド
レ

ス
宛
に
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｆ
Ａ
Ｘ
通
報
の
方
法　
専
用
の

「
消
防
緊
急
通
報
Ｆ
Ａ
Ｘ
用
紙
」

（
市
消
防
署
及
び
各
分
署
、
障

が
い
福
祉
課
、
各
総
合
支
所
市

民
生
活
課
の
窓
口
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
設
置
）
を
あ
ら
か
じ

め
ご
用
意
く
だ
さ
い
。
緊
急
時

は
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
用
紙
に
、
住
所
、

氏
名
、
火
事
・
救
急
な
ど
の
必

要
事
項
を
記
入
し
、
１
１
９
番

を
ダ
イ
ヤ
ル
後
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信

し
て
く
だ
さ
い
。

※
通
報
の
際
は
あ
せ
ら
ず
に
、

詳
し
く
状
況
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

問 

市
消
防
本
部
通
信
指
令
課　

　
☎

（22）
０
１
１
９

　
（
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
後
６
番
）

FAX
（23）
６
５
６
２

✉
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c
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（
こ
ち
ら
の

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
は
問
合
せ
専

用
で
す
。
１
１
９
番
通
報
は
で

き
ま
せ
ん
。）

「
生
活
習
慣
等
の
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
」
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
　
市
民
の
皆
さ
ん
の
健
康
づ
く

り
に
取
り
組
む
た
め
の
「
健
康

増
進
計
画
（
平
成
26
～
35
年

度
）」
が
５
年
目
を
迎
え
る
に

あ
た
り
、
皆
さ
ん
の
健
康
に
関

す
る
現
状
や
意
識
を
知
り
、
今

後
の
健
康
づ
く
り
に
活
か
し
て

い
く
た
め
の
「
生
活
習
慣
等
の

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
行
い
ま

す
。
８
月
上
旬
に
調
査
票
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
お
手
元
に
届

い
た
方
は
、
ご
記
入
・
ご
返
送

を
お
願
い
た
し
ま
す
。

対
象　

平
成
30
年
７
月
１
日
現
在
で
、

20
～
79
歳
の
市
民
３
，
０
０
０

人
（
層
化
無
作
為
抽
出
）

問
健
康
増
進
課
☎

（25）
３
５
１
２

児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者

の
方
へ　

現
況
届
の
提
出

　
毎
年
８
月
に
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
。
提
出
が
な
い
場

合
、
８
月
分
か
ら
手
当
の
受
給

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
２
年

間
現
況
届
が
未
提
出
の
場
合
、

時
効
に
よ
り
受
給
資
格
が
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
全
部
支
給
停

止
の
方
も
必
ず
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

提
出
場
所　

栃
木
地
域
に
お
住
ま
い
の
方　

子
育
て
支
援
課
（
市
役
所
本
庁

舎
２
階
）

大
平
、
藤
岡
、
都
賀
、
西
方
、

岩
舟
地
域
の
お
住
ま
い
の
方　

お
住
ま
い
の
地
域
の
総
合
支
所

市
民
生
活
課

※
他
の
提
出
場
所
に
は
書
類
の

用
意
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
必

ず
お
住
ま
い
の
地
域
で
手
続
き

く
だ
さ
い

提
出
期
間　

８
月
７
日
（
火
）

～
８
月
10
日
（
金
）

問 

子
育
て
支
援
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
２
１

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
窓
口

平
成
30
年
度
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

助
成
事
業
実
績
報
告

　
（
一
財
）自
治
総
合
セ
ン
タ
ー

が
宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事

業
の
一
環
と
し
て
、
宝
く
じ
の

受
託
事
業
収
入
を
財
源
に
実
施

す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

を
活
用
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
に
必
要
な
備
品
の
整
備
を
行

い
ま
し
た
。

子
ど
も
神
輿
の
整
備

　

大
平
町
伯
仲
南
自
治
会
で

は
、
地
域
の
祭
り
で
使
用
す
る

子
ど
も
神
輿
を
整
備
し
ま
し

た
。
神
輿
の
整
備
に
よ
り
祭
り

の
参
加
人
数
の
増
加
が
見
込
ま

れ
、
子
ど
も
た
ち
と
地
域
住
民

と
の
交
流
の
機
会
が
増
加
す
る

こ
と
で
地
域
の
活
性
化
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

パ
ソ
コ
ン
等
の
整
備

　
第
五
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推

進
協
議
会
で
は
、
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
活
動
の
た
め
使
用
す
る

パ
ソ
コ
ン
や
プ
リ
ン
タ
ー
等
を

整
備
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
備

品
の
整
備
に
よ
り
、
よ
り
一
層

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
が
活

発
化
し
、
地
域
住
民
間
の
つ
な

が
り
の
強
化
や
地
域
活
動
の
活

性
化
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

問
生
涯
学
習
課
☎ 

（21）
２
４
８
７

家
を
建
て
る
と
き
敷
地
に
接

す
る
道
路
は
幅
員
４
ｍ
以
上

　
建
物
の
新
築
や
増
改
築
を
す

る
場
合
、
敷
地
は
建
築
基
準
法

で
定
め
ら
れ
た
道
路
（
原
則
幅

員
４
ｍ
以
上
）
に
接
し
て
い
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
幅
員
４
ｍ
未
満
の

道
路
で
あ
っ
て
も
、
建
築
基
準

法
の
適
用
を
受
け
る
前
か
ら
建

物
が
立
ち
並
ん
で
い
る
道
路

で
、
各
条
件
を
満
た
し
て
い
る

も
の（
法
42
条
２
項
道
路
）は
、

建
物
を
建
て
る
際
に
道
路
の
中

心
線
か
ら
２
ｍ
の
線
ま
で
敷
地

を
後
退
さ
せ
る
こ
と
で
、
幅
員

４
ｍ
の
道
路
が
あ
る
と
み
な
し

て
建
築
す
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。
こ
の
後
退
し
た
部
分
は
道

路
と
同
じ
扱
い
と
な
る
た
め
、

建
物
や
門
塀
、
生
垣
な
ど
を
造

る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。ま
た
、

敷
地
を
後
退
さ
せ
た
際
に
花
壇

や
樹
木
な
ど
が
通
行
の
妨
げ
に

な
る
場
合
に
は
、
撤
去
・
移
転

を
お
願
い
し
ま
す
。

～
狭
あ
い
道
路
拡
幅
整
備
促
進

事
業
～

　

２
項
道
路
に
関
し
て
「
後
退

用
地
無
償
使
用
承
諾
書
」
の
提

出
が
あ
っ
た
場
合
、
後
退
部
分

を
市
が
道
路
と
し
て
整
備
し
維

持
管
理
を
行
い
ま
す
。
こ
の
場

合
、
固
定
資
産
税
の
非
課
税
措

置
や
後
退
に
伴
う
塀
や
門
の
撤

去
費
用
の
一
部
補
助
制
度
（
限

度
額
10
万
円
）
を
活
用
で
き
ま

す
。
ま
た
、
後
退
用
地
を
市
に

寄
附
し
て
い
た
だ
け
る
場
合
に

は
、
分
筆
測
量
費
の
一
部
に
つ

い
て
も
補
助
（
限
度
額
30
万
円
）

を
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
こ
の
補

助
制
度
の
利
用
に
は
、
事
前
協

議
書
の
提
出
が
必
要
で
す
の
で
、

早
め
に
相
談
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

建
築
課　
☎

（21）
２
４
４
１


